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令和３年度 
大阪市職員（社会人経験者社会福祉）採用試験要綱 

令和３年８月６日 

大阪市人事委員会 

試験の主な変更点 

・受験資格として認める相談援助業務の範囲について、施設と職種を明確化しました。 

・第１次試験に教養試験を実施します。 

 

大阪市が求める人材像 

高い志を持ち、多様な価値観を理解し、チャレンジ精神あふれる自律的な人材 
 

申込み受付期間 
９月１日(水)午前９時から９月10 日(金)正午まで 

原則インターネット申込みです。 

第１次試験日 10 月３日(日) 

 

１ 採用予定者数、受験資格、採用予定日 

●採用予定者数については、今後の事業計画等により変更することがあります。 

●上表の受験資格を満たす方がこの試験を受けることができます。ただし、地方公務員法第16条各号（６ページ

参照）に該当する方は受験できません。 

 

２ 試験日時・場所、試験方法、試験内容 

試 験 日 時 ・ 場 所 試験方法 試 験 内 容 

第１次 

試 験 

令和３年 10月３日(日) 

集合時刻、試験会場（大阪府内）

は、受験票に記載して通知しま

す。 

教養試験 

［択一式］ 

（１時間） 

文章理解・判断推理・資料解釈などの知能分野について 

20問全問解答 

論文 

（１時間） 
社会福祉に関する専門知識などを問います。 

第２次 

試 験 
令和３年 11月 16日(火)（予定） 口述試験 

個別面接を行います。 

受験票と同時に交付する「エントリーシート」に、大阪市

を志望した理由等を記入していただき、口述試験の際の参

考とします。 

試験区分 採用予定者数 受験資格 採用予定日 

社会人経験者

社会福祉 
30名程度 

次の①～③を全て満たす方 

①昭和 37年４月２日以降に生まれた方 

②社会福祉主事任用資格を有する方又は採用予定日までに取得

する見込みの方 

③厚生労働省令で定める施設において相談援助の業務に従事し

た期間が、平成 28年９月１日から令和３年８月 31日までの間

に、同一企業・団体等で継続して２年以上ある方 

（学歴は問いません。） 

※②及び③についての詳細は、５・６ページの「受験資格につい

て」を必ず確認してください。 

令和４年４月１日 
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●「エントリーシート」は、受験票交付時に課題を発表し、内容を記入の上、第１次試験当日に提出していただ

きます。 

●第１次試験において教養試験の得点が一定基準に満たない場合は、不合格となります。その場合、論文の採点

は行いません。 

●第２次試験の日時・場所及び提出書類の詳細は第１次試験合格者に通知します。 
●第１次試験合格者に相談援助業務従事証明書（申告書）と社会福祉主事任用資格を有していることを客観的に

証明できる書類を提出していただきます。また、あわせて面接カードを提出していただき、口述試験（第２次

試験）の際の参考とします。 

 

３ 合格者の決定 

試 験 決 定 方 法 

第１次試験 第１次試験の結果を総合的に判定して決定します。 

第２次試験 第２次試験の結果を総合的に判定して決定します。※ 

※前段階の試験の成績は加算しません（同点により合格者を決めがたいときは、第１次試験の結果で判定する

ことがあります。）。 

●試験方法により合格基準を定めているものがあり、それらで一定の基準に満たない場合は、他にかかわらず不合格と

します。 

●試験方法のうち、棄権又は欠席したものが１つでもある場合は、不合格とします。 

 

４ 合格発表 

試 験 発表日（予定） 発 表 方 法 

第１次試験 令和３年10月29日(金) 合格者本人あて通知するほか、合格者の受験番号を大阪市ホームペ

ージに掲載します。なお、不合格の通知は行いません。 第２次試験 令和３年12月１日(水) 

 

５ 合格から採用まで 

① 合格者は、採用候補者名簿に登載されます。 

② 合格者には、社会福祉主事任用資格の確認のため、資格を有していることを客観的に証明できる書類を提

出していただきます。また、相談援助業務従事証明書（申告書）及び職歴証明書を提出していただきます。第

２次試験合格発表時に合格通知とともに相談援助業務従事証明書（申告書）及び職歴証明書の記入用紙を送

付しますので、合格者自ら勤務先等に提出し、証明を受けた上で、大阪市人事委員会あて提出してください。

ご不明な点等があれば、大阪市人事委員会までお問い合わせください。 

③ 令和３年４月１日現在の初任給（地域手当（給料月額の16％）を含む。）は、行政職給料表１級適用として、

206,828円ですが、採用時には変更されることがあります。なお、職歴がある方については、その経歴に応じ

て加算されることがあります。 

（例）職歴が社会福祉施設職員（相談援助業務）の場合 

採用時年齢 社会福祉施設での在職年数 初任給 

25歳 ５年 220,400円 

30歳 10年 247,080円 

40歳 20年 265,756円 

また、手当には、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当、住居手当、扶養手当などがあります。詳細は、

「職員の給与に関する条例」や「職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則」等に定められています。 
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④ 受験資格がないこと（相談援助業務従事証明書（申告書）について勤務先の証明が得られない場合や社会福

祉主事任用資格の有無等が確認できない場合を含む。）並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあるこ

とが認められた場合には合格を取り消すことがあります。 

⑤ 日本国籍を有しない方で、採用日において、法令により永住が認められていない方は採用されません。 

⑥ 営利企業等への従事は原則として認められませんので、採用日までに退職していただく必要があります。 

 

６ 受験手続 

大阪市ホームページ上の「行政オンラインシステム」（https://lgpos.task-asp.net/cu/271004/ea/residents/port

al/home）から受験される試験区分を選択し、申し込んでください。 

この要綱及び令和３年 10 月３日(日)に大阪市人事委員会が第１次試験を実施する採用試験要綱において、

申込みは１つの試験区分に限ります。複数の試験区分を申し込むことはできません。また、同一の試験区分に

おいても複数回申し込むことはおやめください。複数又は同一試験区分において複数回申し込まれた場合は最

後に申し込まれたもののみ受理します。なお、申込み後に試験区分等を変更することはできません。 

【受付期間】 令和３年９月１日(水)午前９時から令和３年９月 10日(金)正午まで 

【受験票の交付】 令和３年９月 21日(火)ごろＰＤＦファイルでダウンロードできる状態になります。 

●車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方は、申込みの際に

大阪市人事委員会までお問い合わせください。 

●一定の条件を満たした視覚障がいの方は点字による受験ができますが、確認書類を提出していただくなどの

必要があります。また、視覚障がい１級又は２級の身体障がい者手帳の交付を受けている方に限り、点字受

験の際に試験問題の読み上げと解答の作成に音声パソコンを併用することができますが、確認書類を提出し

ていただく必要があるなど一定の条件があります。 

また、文字を書くことが困難など、一定の条件を満たした方は活字印刷文による受験の際、解答の作成にパ

ソコンを使用することができます。ただし、上肢障がい若しくは運動機能障がい（上肢機能）１級から３級

まで又は体幹機能障がい１級若しくは２級の身体障がい者手帳の交付を受けており文字を書くことが困難な

方に限るほか、確認書類を提出していただく必要があるなど一定の条件があります。 

いずれも、詳細は大阪市人事委員会まで、申込み前に必ずお問い合わせください。申込み後における受験希

望の申出は受け付けられません。 

●試験日の２週間前から試験日当日までに発熱など新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる症状のある方

は受験できません。詳細については、受験票交付時に別途お知らせします。 

※連絡が取れるメールアドレスをお持ちでない方や受験票を印刷できない方は、インターネットで申し込むことはできませんので、封

筒の表に試験区分と「申込用紙希望」を朱書し、角形２号の返信用封筒（Ａ４判のノートが入る大きさ・140円切手〔速達の場合は

430円切手〕貼付・郵便番号とあて先及び試験区分明記）を同封し、９月３日(金)（必着）までに大阪市人事委員会（〒530-8201 大

阪市北区中之島１-３-20）まで申込用紙を請求してください。 

 

７ 従事する職務等 

※上表の職務内容・主な配属先は、今後の事業計画等により変更することがあります。 

  

職 務 内 容 主な配属先 

生活保護やこども家庭福祉に関するケースワーク業務、障がい者福祉・高齢者福祉制度等に関

する業務、一時保護所（児童相談所）の児童指導員業務、福祉施策の企画・立案業務など、主

に福祉行政に関する専門的な業務に従事します。 

区役所 

こども青少年局 

福祉局など 
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公務員の任用は、公務員に関する基本原則（日本国籍を有しない方は、公権力の行使又は公の意思の形成

への参画に携わる職に就くことはできないという原則）に基づき行われます。 

日本国籍を有しない方は、「外国人職員の従事する職に関する規則」等の定めるところにより、「外国人職

員」として、次の①及び②以外の職に就きます。 

① 公権力の行使に該当する業務を行う職（住民の権利義務その他法的地位を一方的に決定することがで

きる業務を行う職） 

② 公の意思の形成への参画に携わる職（行政施策の企画立案、予算の編成等施策的判断を伴う事務につ

いて決定権限を有する職） 

上記の外国人職員が従事する職務は、例えば市長部局の社会福祉施設等における住民等へのサービス提供

業務、その他市長部局等における専門的業務などで、その詳細については「外国人職員の従事する職に関す

る要綱」等に定められています。 

 

８ 試験結果の開示 

不合格の場合、試験結果の開示を希望する方は第１次試験当日に配付する「職員採用試験の結果について」

により各試験の合格発表日（２ページ参照）から 10 日間以内（消印有効）に郵送で請求してください。受験

者本人に限り、順位及び総合得点等をお知らせします。 

※対象者は、それぞれの試験で全てを受験した方に限ります。 

 

９ 備 考 

① この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。 

② この採用試験要綱の試験に最終合格し、採用された方は、行政職給料表１級が適用され、選考により通

常１年で２級に昇格します。その後、３級昇格までに２級在級年数が最低６年必要ですが、採用時に27歳以

上の方については、３級昇格の２級必要在級年数が短縮されます。ただし、３級昇格にあたっても選考を経

ることになります。 

③ 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。 

④ 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報

保護条例に基づき適正に管理します。 
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 受験資格について   
 

厚生労働省令で定める施設において相談援助の業務に従事した期間及び社会福祉主事任用資格については次のと

おりです。 

なお、受験は、第２次試験合格発表後に相談援助業務従事証明書（申告書）、職歴証明書の提出ができる方及

び社会福祉主事任用資格を有していること又は採用予定日までに取得見込みであることが証明できる方に限り

ます。 

 

１ 受験資格となる厚生労働省令で定める施設及び職種について 

・「厚生労働省令で定める施設」は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第49号）第

２条に該当する施設です。（別添１） 

・「相談援助の業務の範囲」は、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に

係る介護等の業務の範囲等について（昭和63年２月12日社庶第29号）」の別添１に該当する職種です。（別

添２） 

 

２ 受験資格となる相談援助の業務に従事した期間について 

相談援助の業務に従事した期間は、会社員、公務員、自営業者、派遣社員、契約社員、アルバイト、パートタイマ

ー等として、それぞれ同一の企業・団体等で週当たり 30 時間以上（休憩時間及び時間外労働時間を除く。）の勤務

を２年以上継続した期間が該当します。また、財団法人、社団法人、ＮＰＯ法人等での期間や、自営業者のもとで働

いていた期間も含まれます。ただし、複数の従事期間がある場合でも、従事期間は合算することができません。な

お、休業期間（育児休業、介護休業等）は、従事期間に含めることができません。 

 

(1) 従事期間 

平成28年９月１日から令和３年８月31日までの間に継続して２年以上相談援助の業務に従事していた期間の

ものに限ります。 

(2) 従事期間の計算方法 

・年数…入社等の年月日から翌年の入社等の月日に相当する日の前日までを１年とします。 

・月数…入社等の年月日から翌月の入社等の日に相当する日の前日までを１月とします。 

・残りの日数…切り捨てます。ただし、残りの日数が 30日以上の場合は１月とします。 

※入社等の日が例えば１月 31日であって、翌月である２月等に入社等の日に相当する日が存在しない場合な

どは、月の末日までを１年や１月とします。 

 

（例） 平成29年４月30日～平成31年４月18日 … １年11月＋20日 

→ 従事期間：１年11月 （受験資格無し） 

平成31年４月１日～令和３年３月30日 … １年11月＋30日 

→ 従事期間：２年０月 （受験資格有り） 

(3) 従事期間の取扱い 

① 派遣社員、契約社員としての期間は、同一の派遣先、契約先の企業で２年以上勤務している期間が含まれ

ます。 

② 同じ企業・団体等で、雇用形態が変わった場合（派遣社員・契約社員・アルバイト・パートタイマー等

から正社員など）は、週当たり30時間以上（休憩時間及び時間外労働時間を除く。）の勤務であって、同

じ企業・団体等に継続して勤務をしていれば、通算できます。 

③ 企業・団体等名が変更（合併等も含む。）された場合、その企業・団体等が元は同一であることと、本人

がその企業・団体等に継続して勤務していたことが職歴証明書等で証明できる場合であれば、従事期間に継

続して通算できます。 
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３ 受験資格となる社会福祉主事任用資格について 

「社会福祉主事任用資格を有する方」とは、社会福祉法に基づき次のいずれかに該当する方をいいます。 

ア 学校教育法に基づく大学（短期大学を含む。）において、「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する

科目」を３科目以上履修し卒業した方 

イ 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した方 

ウ 社会福祉士、精神保健福祉士（採用予定日までに登録できる方に限ります。） 

 

○厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目について 

◎昭和 56年～平成 11年大学（短期大学を含む。）卒業者 

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄

弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育

理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経

済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論 

◎平成 11年～平成 12年大学（短期大学を含む。）卒業者 

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障

害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育

理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経

済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論 

◎平成 12年～現在までの大学（短期大学を含む。）卒業者 

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭

福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術

論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政

学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーショ

ン論、介護概論 

※指定科目の読替え：上記指定科目の名称以外であっても、指定科目として認められる「読替えの範囲」と同

じ名称の科目を履修していれば、指定科目を履修したこととなります。「読替えの範囲」等については、厚生

労働省のホームページで必ずご確認ください。 

（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-

kaigo-fukushi9.html 

 

（参考） 

令和２年度 職員採用試験実施状況 

試験区分 受験者数（名） 合格者数（名） 

社会人経験者社会福祉 272 61 

 

 

地方公務員法第16条（抜粋） 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処

せられた者 
４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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 受験にあたって  

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべ

き事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。 

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、受験申込を行ってください。 

 

【大阪市職員基本条例】（抜粋） 

（倫理原則） 

第４条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく

自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。 

（職員倫理規則） 

第８条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則（以下「職員

倫理規則」という。）を定めるものとする。 

２ 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべ

き事項を定めなければならない。 

【その他遵守すべき事項の例】 

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること 

・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと 

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと 

・入れ墨の施術を受けないこと 

 

 

この試験についての問い合わせは 

大阪市人事委員会（行政委員会事務局任用調査部任用調査課） 

〒530-8201 大阪市北区中之島１丁目３番 20号 市役所４階 

Osaka Metro御堂筋線・京阪電車京阪本線 

「淀屋橋」下車 ①号出口北すぐ 

京阪電車中之島線「大江橋」下車 ⑥号出口東すぐ 

電話番号（０６）６２０８－８５４５ 

ＦＡＸ番号（０６）６２３１－４６２２ 
 

 

採用試験に関する最新の情報などを大阪市ホームページ及びツイッター（Twitter）で発信しています。 

大阪市人事委員会公式ツイッター（Twitter）アカウント  ＠oc_jinjiiinkai 

 

《大阪市職員採用試験の受験申込にあたって》 

大阪市職員採用試験は、皆さんの受験申込によって試験の準備が進められます。申込みをした方は受験して 

くださるようお願いします。 

 



別添１ 

 

「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則」（昭和 62年厚生省令第 49号）（抄） 

 

（指定施設の範囲） 

第二条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 

一 地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）の規定により設置される保健所 

二 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）に規定する児童相談所、母子生活支援施

設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援

センター及び障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う施設 

三 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）に規定する病院及び診療所 

四 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）に規定する身体障害者更生相談

所及び身体障害者福祉センター 

五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）に規定す

る精神保健福祉センター 

六 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）に規定する救護施設及び更生施設 

七 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に規定する福祉に関する事務所 

八 売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）に規定する婦人相談所及び婦人保護施設 

九 知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）に規定する知的障害者更生相談所 

十 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する老人デイサービスセンター、

老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉セン

ター及び老人介護支援センター 

十一 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）に規定する母子・

父子福祉センター 

十二 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）に規定する介護保険施設及び地域包括支援

センター 

十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第

百二十三号）に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム及び障害福祉

サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援又は自立

生活援助を行うものに限る。）又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設 

十四 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設 



改正後全文 

社 庶 第 ２ ９ 号 

昭和６３年２月１２日 

（最終改正） 

社援発０５２０第２号 

令和３年５月２０日 

 

 

各 都道府県知事 殿 

 

 

                           厚生省社会局長 

                           厚生省児童家庭局長 

 

 

指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の 

受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について 

 

 

 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４９号）第２条において社

会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号。以下「法」という。）第７条第４号

の規定に基づき厚生労働省令で定める施設を定めたところであるが、各施設における法第２

条第１項の福祉に関する相談援助業務の範囲等については別添１、介護福祉士試験の受験資

格に係る介護等の業務の範囲等については別添２に示すとおりであるので、参考までに通知

する。 

別添２

（抄）



別添１ 

指定施設における業務の範囲等 

 

１ 福祉に関する相談援助業務の範囲 

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４９号。以下「施行規則」

という。）第２条第１号から第１３号までに定める施設において、福祉に関する相談援助の

実務経験を有すると認められる職種は、次のとおりとする。 

（１）施行規則第２条第１号に規定する保健所にあっては、精神障害者に関する相談援助業務

を行っている精神保健福祉相談員、精神保健福祉士、精神科ソーシャルワーカー及び心理判

定員 

（２）施行規則第２条第２号に規定する児童相談所にあっては、児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第１３条第１項に規定する児童福祉司、「児童相談所運営指針について」（平

成２年３月５日付け児発第１３３号）第２章第４節に規定する受付相談員、相談員、電話相

談員、児童心理司、児童指導員及び保育士 

（３）施行規則第２条第２号に規定する母子生活支援施設にあっては、児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第２７条第１項に規定する母子支援員

（児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令（平成２３年厚生労働省令第７１号）によ

る改正前の児童福祉施設最低基準第２７条に規定する母子指導員を含む。）及び少年を指導

する職員並びに「家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員、個別対応

職員、職業指導員及び医療的ケアを担当する職員の配置について｣（平成２４年４月５日付

け雇児発０４０５第１１号）に規定する個別対応職員 

（４）施行規則第２条第２号に規定する児童養護施設にあっては、児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準第４２条第１項及び第５項に規定する児童指導員、保育士、個別対応職員、

家庭支援専門相談員及び職業指導員並びに「家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心

理療法担当職員、個別対応職員、職業指導員及び医療的ケアを担当する職員の配置につい

て｣に規定する里親支援専門相談員 

（５）施行規則第２条第２号に規定する障害児入所施設及び障害児通所支援事業を行う施設

（児童発達支援センターに限る。）にあっては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

第４９条第１項（同条第９項において準用される場合を含む。）、第４項、第１２項及び第

１４項、第５８条第１項、第３項及び第６項、第６３条第１項、第４項及び第７項並びに第

６９条に規定する児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者及び心理指導担当職員 

（６）施行規則第２条第２号に規定する児童心理治療施設にあっては、児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準第７３条第１項に規定する児童指導員、保育士、個別対応職員及び家庭

支援専門相談員 

（７）施行規則第２条第２号に規定する児童自立支援施設にあっては、児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準第８０条第１項及び第５項に規定する児童自立支援専門員、児童生活支

援員、個別対応職員、家庭支援専門相談員及び職業指導員 

（８）施行規則第２条第２号に規定する児童家庭支援センターにあっては、児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準第８８条の３第１項に規定する職員 

（９）施行規則第２条第２号に規定する障害児通所支援事業を行う施設（児童発達支援センタ



ーを除く。）にあっては、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下｢指定通所基準｣という。）第５条第

１項第１号及び第２号、第２項並びに第３項第３号、第４号及び第５号、第５４条の６第１

項第１号及び第２号、第５６条第１項第２号、第３号及び第６号並びに第２項、第６６条第

１項第１号及び第２号、第２項並びに第３項第３号、第４号及び第５号、第７１条の３第１

項第１号及び第２号、第７１条の８第１項第１号及び第２号並びに第７３条第１項第１号及

び第２号に規定する児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、児童発達支援管理責任

者、機能訓練担当職員（心理指導担当職員に限る。）及び訪問支援員（保育士、児童指導

員、心理指導担当職員に限る。）並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、

設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第６号）による

改正前の指定通所基準第６６条第１項第１号、第７１条の２第１項第１号並びに児童福祉法

に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

（平成３０年厚生労働省令第３号）による改正前の指定通所基準第５条第１項第１号及び第

５４条の２第１項第１号に規定する指導員 

（１０）施行規則第２条第２号に規定する障害児相談支援事業を行う施設にあっては、児童福

祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働

省令第２９号）第３条第１項に規定する相談支援専門員 

（１１）施行規則第２条第３号に規定する病院及び診療所にあっては、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第３３条の４に規定する退院後生活環境

相談員又は次のアからエまでの相談援助業務を行っている職員 

ア 患者の経済的問題の解決、調整に係る相談援助 

イ 患者が抱える心理的・社会的問題の解決、調整に係る相談援助 

ウ 患者の社会復帰に係る相談援助 

エ 以上の相談援助業務を行うための地域における保健医療福祉の関係機関、関係職種等と

の連携等の活動 

（１２）施行規則第２条第４号に規定する身体障害者更生相談所にあっては、「身体障害者更

生相談所の設置及び運営について」（平成１５年３月２５日付け障発第０３２５００１号）

第１に規定する身体障害者福祉司、心理判定員、職能判定員及びケース・ワーカー 

（１３）施行規則第２条第４号に規定する身体障害者福祉センターにあっては、身体障害者社

会参加支援施設の設備及び運営に関する基準（平成１５年厚生労働省令第２１号）第１９条

に規定する身体障害者に関する相談に応ずる職員 

（１４）施行規則第２条第５号に規定する精神保健福祉センターにあっては、精神障害者に関

する相談援助業務を行っている精神保健福祉相談員、精神保健福祉士、精神科ソーシャルワ

ーカー及び心理判定士 

（１５）施行規則第２条第６号に規定する救護施設及び更生施設にあっては、救護施設、更生

施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１８

号）第１１条第１項第３号及び第１９条第１項第３号に規定する生活指導員 

（１６）施行規則第２条第７号に規定する福祉に関する事務所にあっては、社会福祉法（昭和

２６年法律第４５号）第１５条第１項第１号に規定する指導監督を行う所員（査察指導

員）、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１１条の２第１項及び第２項に規



定する身体障害者福祉司、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１３条第１項及

び第２項に規定する知的障害者福祉司、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第６条及

び第７条に規定する社会福祉主事（老人福祉指導主事）、社会福祉法第１５条第１項第２号

に規定する現業を行う所員（現業員）、「家庭児童相談室の設置運営について」（昭和３９

年４月２２日付け厚生省発児第９２号）別紙（家庭児童相談室設置運営要綱）第５に規定す

る家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事（家庭児童福祉主事）及び家庭児童福祉に関

する相談指導業務に従事する職員（家庭相談員）、「福祉事務所における福祉五法の実施体

制の整備について」（昭和４５年４月９日付け社庶第７４号）に規定する面接相談員、売春

防止法（昭和３１年法律第１１８号）第３５条第１項及び第２項に規定する婦人相談員並び

に母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第８条第１項に規定する母

子・父子自立支援員、「セーフティネット支援対策等事業の実施について」（平成１７年３

月３１日付け社援発第０３３１０２１号）別添１（自立支援プログラム策定実施推進事業実

施要領）３（１）に規定する就労支援事業に従事する就労支援員及び生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）第５５条の７第１項に規定する被保護者就労支援事業に従事する就労支

援員 

（１７）施行規則第２条第８号に規定する婦人相談所にあっては、「婦人相談所設置要綱につ

いて」（昭和３８年３月１９日付け厚生省発社第３５号）別紙（婦人相談所設置要綱）第２

に規定する相談指導員又は判定員並びに売春防止法第３５条第１項及び第２項に規定する婦

人相談員 

（１８）施行規則第２条第８号に規定する婦人保護施設にあっては、婦人保護施設の設備及び

運営に関する基準（平成１４年厚生労働省令第４９号）第８条第１項に規定する入所者を指

導する職員 

（１９）施行規則第２条第９号に規定する知的障害者更生相談所にあっては、知的障害者福祉

法第１３条第１項に規定する知的障害者福祉司、「知的障害者更生相談所の設置及び運営に

ついて」（平成１５年３月２５日付け障発第０３２５００２号）第１に規定する心理判定

員、職能判定員及びケース・ワーカー 

（２０）施行規則第２条第１０号に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人

ホーム、老人福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター及び老人介護支

援センターにあっては、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令

第１９号）第１２条第１項第３号及び同条第２項第１号に規定する生活相談員、特別養護老

人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４６号）第１２条第１項第３

号及び第５６条第１項第３号に規定する生活相談員、軽費老人ホームの設備及び運営に関す

る基準（平成２０年厚生労働省令第１０７号）第１１条第１項第２号及び第３７条第１項第

２号に規定する生活相談員、同令附則第６条第１項第２号に規定する主任生活相談員及び生

活相談員、同令附則第１４条第１項第３号に規定する入所者の生活、身上に関する相談及び

助言並びに日常生活の世話を行う職員、「老人福祉法による老人福祉センターの設置及び運

営について」（昭和５２年８月１日付け社老第４８号）別紙１（老人福祉センター設置運営

要綱）第２条第３項及び第３条第３項における相談・指導を行う職員、指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）第９３条第１項

第１号及び第１２１条第１項第２号並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び



運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）第２０条第１項第１号及び第４２条

第１項第１号に規定する生活相談員、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営

並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第１

２９条第１項第２号、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３６号）第５条第１項第１号及び介護保険法施行規則等の一部

を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号）第５条の規定による改正前の指定介護予

防サービス等基準第９７条第１項第１号（介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則

第４条第３号の規定によりなおその効力を有するものとされたものを含む。）に規定する生

活相談員、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６３の６第１

号イの規定により例によるものとされた介護保険法施行規則等の一部を改正する省令第５条

の規定による改正前の指定介護予防サービス等基準第９７条第１項第１号に規定する生活相

談員並びに老人介護支援センターにおいて相談援助業務を行っている職員 

（２１）施行規則第２条第１１号に規定する母子・父子福祉センターにあっては、「母子・父

子福祉施設の設備及び運営について」（平成２６年９月３０日付け厚生労働省発雇児０９３

０第４号）母子・父子福祉施設設置要綱第１に規定する母子及び父子の相談を行う職員 

（２２）施行規則第２条第１２号に規定する介護保険施設にあっては、指定介護老人福祉施設

の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号）第２条第１項第２号に

規定する生活相談員及び同項第６号に規定する介護支援専門員、介護老人保健施設の人員、

施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号）第２条第１項第４号

に規定する支援相談員及び同項第７号に規定する介護支援専門員、介護医療院の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年厚生労働省令第５号）第４条第１項第７号及

び同条第７項第３号に規定する介護支援専門員並びに健康保険法等の一部を改正する法律

（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた指定介護療養型医療施設にあっては、指定介護療養型医療施設の人員、設備及

び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号）第２条第１項第６号、第２項第４号及

び第３項第７号に規定する介護支援専門員 

（２３）施行規則第２条第１２号に規定する地域包括支援センターにあっては、介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１項に規定する包括的支援事業（同法第１

１５条の４５第２項第４号から第６号までに掲げる事業（認知症初期集中支援推進事業を除

く。）を除く。）に係る業務を行う職員 

（２４）施行規則第２条第１３号に規定する障害者支援施設にあっては、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する

基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号）第１１条第１項第２号イ⑵、第３号イ⑴及び

ロ、第４号イ⑴（同号ロにおいて読み替えられる場合を含む。）及びハ、第５号イ⑴及びロ

⑴、第６号イ⑴並びに第７号イ(2)に規定する生活支援員、同項第５号イ⑵に規定する就労支

援員及び同項第２号イ⑶、第３号イ⑵、第４号イ⑵、第５号イ⑶及びロ⑵、第６号イ⑵、並

びに第７号イ(1)に規定するサービス管理責任者 

（２５）施行規則第２条第１３号に規定する地域活動支援センターにあっては、障害者の日常



生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７５号）第９条第１項第２号に規定する指

導員 

（２６）施行規則第２条第１３号に規定する福祉ホームにあっては、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第１７６号）第１０条第１項に規定する管理人 

（２７）施行規則第２条第１３号に規定する障害福祉サービス事業にあっては、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号）第３９条第１項第３号、第５２条

第１項第２号及び第２項、第５９条第１項第２号（第２項において読み替えられる場合を含

む。）及び第３項、第６４条第１項第２号、第６５条第１項第２号並びに第７５条第１項第

２号（第８８条において準用する場合を含む。）に規定する生活支援員、同令第６４条第１

項第３号に規定する就労支援員、同令第３９条第１項第４号、第５２条第１項第３号、第５

９条第１項第４号、第６４条第１項第４号、第６５条第１項第３号及び第７５条第１項第３

号（第８８条において準用する場合を含む。）に規定するサービス管理責任者並びに障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号）第２０６条

の３第１項に規定する就労定着支援員、同令第２０６条の３第２項及び第２０６条の１４第

１項第２号に規定するサービス管理責任者及び同令第２０６条の１４第１項第１号に規定す

る地域生活支援員 

（２８）施行規則第２条第１３号に規定する一般相談支援事業を行う施設にあっては、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の

人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２７号）第３条第２項に規定する相

談支援専門員 

（２９）施行規則第２条第１３号に規定する特定相談支援事業を行う施設にあっては、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の

人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２８号）第３条第１項に規定する相

談支援専門員 

 

２ 施行規則第２条第１４号に規定する施設及び当該施設において福祉に関する相談援助の実

務経験を有すると認められる職種の範囲 

施行規則第２条第１号から第１３号までに掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が

認める施設及び当該施設において、福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる

職種は、次のとおりとする。 

（１）生活保護法第３８条第１項第４号及び第５号に規定する授産施設及び宿所提供施設 

・「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」（平成２０年３

月３１日付け厚生労働省発社援第０３３１０１１号）に基づき配置された指導員 

（２）児童福祉法第３７条に規定する乳児院 

・児童指導員、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員及び里親支援専門相談員 

（３）老人福祉法第２９条に規定する有料老人ホーム 



・生活相談員 

（４）指定特定施設入居者生活介護（介護保険法第４１条第１項に規定する指定居宅サービス

（以下「指定居宅サービス」という。）に該当する同法第８条第１１項に規定する特定施設

入居者生活介護をいう。）、指定地域密着型特定施設入居者生活介護（同法第４２条の２第

１項に規定する指定地域密着型サービス（以下「指定地域密着型サービス」という。）に該

当する同法第８条第２１項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。）又は指

定介護予防特定施設入居者生活介護（同法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス

（以下「指定介護予防サービス」という。）に該当する同法第８条の２第１１項に規定する

介護予防特定施設入居者生活介護をいう。）を行う施設 

  ・生活相談員及び計画作成担当者 

（５）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号。以下「障害者総合支援法」という。）附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例

により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設 

  ・障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成１

８年厚生労働省令第１６９号。以下「整備省令」という。）第３１条の規定による改正前

の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準（平成１５年厚生労働省令第２１

号）第１６条第１項第３号、第１７条第１項第３号、第１８条第１項第３号、第１９条第

１項第３号、第３８条第１項第３号、第５６条第１項第３号、第５７条第１項第３号及び

第５８条第１項第３号に規定する生活支援員並びに「身体障害者福祉工場の設備及び運営

について」（昭和４７年７月２２日付け社更第１２８号）別紙（身体障害者福祉工場設置

要綱）７に規定する指導員 

（６）障害者総合支援法附則第４８条の規定によりなお従前の例により運営をすることができ

ることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設 

・整備省令第１条の規定による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基

準（平成１２年厚生省令第８７号）第１６条第１項第２号、第２６条第１項第２号及び第

４項第２号並びに第３７条第１項第２号に規定する精神保健福祉士及び精神障害者社会復

帰指導員並びに同令第３３条第１項第１号に規定する管理人 

（７）障害者総合支援法附則第５８条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすること

ができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設 

・整備省令第１条の規定による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準

（平成１５年厚生労働省令第２２号）第２８条第１項第３号、第２９条第１項第３号、第

５２条第１項第３号、第５３条第１項第３号、第５４条第１項第２号及び第６３条第１項

第３号に規定する生活支援員 

（８）「高齢者総合相談センター運営事業の実施について」（昭和６２年６月１８日付け社老

第８０号）別紙（高齢者総合相談センター運営要綱）に基づく高齢者総合相談センター 

・相談援助業務を行っている相談員 

（９）「隣保館の設置及び運営について」（平成１４年８月２９日付け厚生労働省発社援第０

８２９００２号）に基づく隣保館 

・相談援助業務を行っている指導職員 

（１０）都道府県社会福祉協議会 



・「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」（平成２７年７月２７日付け社援発０

７２７第２号）別添１６（日常生活自立支援事業実施要領）５（１）に規定する専門員、

その他相談援助業務（主として高齢者、障害者、児童、生活困窮者その他の要援護者に対

する者に限る。）を行っている職員  

（１１）市（特別区を含む。）町村社会福祉協議会 

・「社会福祉協議会活動の強化について」（平成１１年４月８日付け社援第９８４号）別紙

（社会福祉協議会企画指導員、福祉活動指導員、福祉活動専門員設置要綱）２に規定する

福祉活動専門員その他相談援助業務（主として高齢者、障害者、児童その他の要援護者に

対するものに限る。）を行っている職員  

・「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」（平成２７年７月２７日付け社援発０

７２７第２号）別添１６（日常生活自立支援事業実施要領）５（１）に規定する専門員、

その他相談援助業務（主として高齢者、障害者、児童、生活困窮者その他の要援護者に対

する者に限る。）を行っている職員  

（１２）障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまで

の間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成２２

年法律第７１号。以下「整備法」という。）第３条による改正前の障害者自立支援法第５条

第８項に規定する児童デイサービス事業を行っている施設 

・相談援助業務を行っている職員 

（１３）児童福祉法第６条の２の２第３項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定発達支援

医療機関 

・児童指導員及び保育士 

（１４）独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１４年法律第１６７

号）第１１条第１号に規定する施設 

・相談援助業務を行っている指導員及びケースワーカー 

（１５）「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」（昭和６０年５月２１日付け厚生省

発児第１０４号）別紙（知的障害者福祉工場設置運営要綱）に基づく知的障害者福祉工場 

・相談援助業務を行っている指導員 

（１６）刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律（平成１７年法律第５０号）第３条

に規定する刑事施設、少年院法（平成２６年法律第５８号）第３条に規定する少年院及び少

年鑑別所法（平成２６年法律第５９号）第３条に規定する少年鑑別所 

 ・刑務官、法務教官、法務技官（心理）及び福祉専門官 

（１７）更生保護法（平成１９年法律第８８号）第１６条及び第２９条に規定する地方更生保

護委員会及び保護観察所 

・保護観察官、社会復帰調整官 

（１８）更生保護事業法施行規則（平成８年法務省令第２５号）第１条第４項に規定する更生

保護施設 

・補導主任、補導員、福祉職員及び薬物専門職員 

（１９）労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第２９条第１項第２号に基づき設

置された労災特別介護施設 

・相談援助業務を行っている指導員 



（２０）「心身障害児総合通園センターの設置について」（昭和５４年７月１１日付け児発第

５１４号）別紙（心身障害児総合通園センター設置運営要綱）に基づく心身障害児総合通園

センター 

・相談援助業務を行っている職員 

（２１）児童福祉法第６条の３第１項に規定する児童自立生活援助事業を行っている施設 

・相談援助業務を行っている指導員 

（２２）児童福祉法第６条の３第３項に規定する子育て短期支援事業を行っている児童養護施

設、母子生活支援施設、乳児院及び保育所等 

・相談援助業務を行っている職員 

（２３）「母子家庭等就業・自立支援事業の実施について」（平成２０年７月２２日付け雇児

発第０７２２００３号）別紙（母子家庭等就業・自立支援事業実施要綱）に基づく「母子家

庭等就業・自立支援センター事業」及び「一般市等就業・自立支援事業」を行っている施設 

・相談援助業務を行っている相談員 

（２４）児童福祉法第６条の３第６項に基づく地域子育て支援拠点事業を行っている施設 

・相談援助業務を行っている職員 

（２５）「利用者支援事業の実施について」（平成２７年５月２１日付け府子本第８３号・２

７文科初第２７０号・雇児発０５２１第１号）別紙（利用者支援事業実施要綱）に基づく

「利用者支援事業」を行っている施設 

 ・相談援助業務を行っている職員 

（２６）「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」（平成２６年９月３０日

付け雇児発０９３０第４号）別紙（母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱）に基

づく「母子・父子自立支援プログラム策定事業」を行っている施設 

 ・母子・父子自立支援プログラム策定員 

（２７）「ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業の実施について」（平

成２６年３月３１日雇児発０３３１第５号）別紙（ひとり親家庭への総合的な支援のための

相談窓口の強化事業実施要綱）に基づく「就業支援専門員配置等事業」を行っている施設 

 ・就業支援専門員 

（２８）「重症心身障害児（者）通園事業の実施について」（平成１５年１１月１０日付け障

発第１１１０００１号）別紙（重症心身障害児（者）通園事業実施要綱）に基づく「重症心

身障害児（者）通園事業」を行っている施設 

・児童指導員及び保育士 

（２９）身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第３４条第１項第１号に規

定する点字図書館及び同条第３号に規定する聴覚障害者情報提供施設 

・相談援助業務を行っている職員 

（３０）地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法

律の整備に関する法律（平成２４年法律第５１号）第２条による改正前の障害者総合支援法

に規定する共同生活介護を行う施設 

・相談援助業務を行っている職員 

（３１）障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち療養介護、短期入所、重度

障害者等包括支援、共同生活援助を行う施設 



・相談援助業務を行っている職員 

（３２）整備法第５条による改正前の児童福祉法に規定する知的障害児施設、知的障害児通園

施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設 

・児童指導員及び保育士 

（３３）整備法第５条による改正前の児童福祉法に規定する重症心身障害児施設 

 ・児童指導員、保育士及び心理指導を担当する職員 

（３４）障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまで

の間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令（平成２４年厚生労働省令第４０号）第２５

条による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基

準（平成１８年厚生労働省令第１７３号）第３条に規定する相談支援専門員 

（３５）「「地域生活支援事業の実施について」の一部改正について」（平成２６年３月３１

日付け障発０３３１第１号）による改正前の「地域生活支援事業の実施について」（平成１

８年８月１日付け障発第０８０１００２号）別紙１（地域生活支援事業実施要綱）別記１１

（３）に基づく「身体障害者自立支援」を行っている施設 

・相談援助業務を行っている職員 

（３６）「地域生活支援事業の実施について」別紙１（地域生活支援事業実施要綱）別記１１

（４）に基づく「日中一時支援」、別添１に基づく「障害者相談支援事業」又は別添４に基

づく「障害児等療育支援事業」を行っている施設 

・相談援助業務を行っている職員 

（３７）「精神障害者地域移行支援特別対策事業実施要綱の一部改正について」（平成２２年

３月３０日付け障発第０３３００１９号）による改正前の「精神障害者地域移行支援特別対

策事業の実施について」（平成２０年５月３０日付け障発第０５３０００１号）別紙（精神

障害者地域移行支援特別対策事業実施要綱）に基づく「精神障害者地域移行支援特別対策事

業」を行っている施設 

・地域体制整備コーディネーター及び地域移行推進員 

（３８）「精神障害者地域移行支援特別対策事業の実施について」別紙（精神障害者地域移

行・地域定着支援事業実施要綱）に基づく「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」を行

っている施設 

・地域体制整備コーディネーター及び地域移行推進員 

（３９）「精神障害者アウトリーチ推進事業の実施について」（平成２３年４月２５日付け障

発０４２５第４号）別添（精神障害者アウトリーチ推進事業実施要綱）に基づく「精神障害

者アウトリーチ推進事業」を行っている施設 

・相談援助業務を行っている職員（医師、保健師、看護師、作業療法士その他医療法（昭和

２３年法律第２０５号）に規定する病院として必要な職員を除く。） 

（４０）「精神障害者地域生活支援広域調整等事業について」（平成２６年３月３１日付け障

発０３３１第２号）別添２（地域移行・地域生活支援事業実施要綱）に基づく「アウトリー

チ事業」、「地域生活支援事業等の実施について」（平成１８年８月１日付け障発第０８０

１００２号）別紙２（地域生活支援促進事業実施要綱）の別記２－２１（精神障害にも対応

した地域包括ケアシステムの構築推進事業）に基づく「アウトリーチ支援に係る事業」を行



っている施設を行っている施設 

・相談援助業務を行っている職員（医師、保健師、看護師、作業療法士その他医療法に規定

する病院として必要な職員を除く。） 

（４１）指定通所介護（指定居宅サービスに該当する介護保険法第８条第７項に規定する通所

介護をいう。）、同法第４２条第１項第２号に規定する基準該当居宅サービス（以下「基準

該当居宅サービス」という。）に該当する同法第８条第７項に規定する通所介護、指定地域

密着型通所介護（指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第１７項に規定する

地域密着型通所介護をいう。）、指定介護予防通所介護（指定介護予防サービスに該当する

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成２６年法律第８３号。以下「医療介護総合確保推進法」という。）第５条の規定によ

る改正前の介護保険法（以下「旧介護保険法」という。）第８条の２第７項に規定する介護

予防通所介護をいい、医療介護総合確保推進法附則第１１条又は第１４条第２項の規定によ

りなおその効力を有するものとされたものを含む。）若しくは介護保険法第５４条第１項第

２号に規定する基準該当介護予防サービス（以下「基準該当介護予防サービス」という。）

に該当する旧介護保険法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若しくは指定短期入

所生活介護（指定居宅サービスに該当する介護保険法第８条第９項に規定する短期入所生活

介護をいう。）、基準該当居宅サービスに該当する同法第８条第９項に規定する短期入所生

活介護、指定介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービスに該当する同法第８条の２

第７項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。）若しくは基準該当介護予防サービス

に該当する同法第８条の２第７項に規定する介護予防短期入所生活介護又は第一号通所事業

（介護保険法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第一号通所事業（介護保険法施行

規則第１４０条の６３の６第１号イ又はロに規定する基準に従って事業を実施するものであ

って、介護保険法第１１５条の４５の３第１項の指定を受けたものに限る。）をいう。）を

行う施設（老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。） 

・生活相談員 

（４２）指定通所リハビリテーション（指定居宅サービスに該当する介護保険法第８条第８項

に規定する通所リハビリテーションをいう。）若しくは指定介護予防通所リハビリテーショ

ン（指定介護予防サービスに該当する同法第８条の２第６項に規定する介護予防通所リハビ

リテーションをいう。）又は指定短期入所療養介護（指定居宅サービスに該当する同法第８

条第１０項に規定する短期入所療養介護をいう。）若しくは指定介護予防短期入所療養介護

（指定介護予防サービスに該当する同法第８条の２第８項に規定する介護予防短期入所療養

介護をいう。）を行う施設 

・支援相談員 

（４３）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（指定地域密着型サービスに該当する介護保

険法第８条第１５項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。）を行う施設 

・オペレーター 

（４４）指定夜間対応型訪問介護（指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第１

６項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。）を行う施設 

・オペレーションセンター従業者 

（４５）指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条第



１８項に規定する認知症対応型通所介護をいう。）又は指定介護予防認知症対応型通所介護

（同法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス（以下「指定地域密

着型介護予防サービス」という。）に該当する同法第８条の２第１５項に規定する介護予防

認知症対応型通所介護をいう。）を行う施設（老人デイサービスセンターを除く。） 

・生活相談員 

（４６）指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第８条

第１９項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。）若しくは指定介護予防小規模多機能

型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第８条の２第１４項に規定す

る介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。）、指定認知症対応型共同生活介護（指定地域

密着型サービスに該当する同法第８条第２０項に規定する認知症対応型共同生活介護をい

う。）若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護（指定地域密着型介護予防サービス

に該当する同法第８条の２第１５項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をい

う。）又は指定複合型サービス（指定地域密着型サービスに該当する同法第８条第２３項に

規定する複合型サービスをいう。）を行う施設 

・介護支援専門員 

（４７）指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（指定地域密着型サービスに該当す

る介護保険法第８条第２２項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をい

う。）を行う施設 

・生活相談員及び介護支援専門員 

（４８）介護保険法第８条第２４項に規定する居宅介護支援事業を行っている事業所 

・介護支援専門員 

（４９）介護保険法第８条の２第１６項に規定する介護予防支援事業を行っている事業所又は

 同法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第一号介護予防支援事業を行っている事業

 所 

・担当職員 

（５０）「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」（平成１２年９月２７日付け老

発第６５５号）別紙（生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）運営事業実施要綱）に基

づく「生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）運営事業」を行っている生活支援ハウス 

・生活援助員 

（５１）「地域支援事業の実施について」（平成１８年６月９日付け老発第０６０９００１

号）に基づく「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」を行っている高齢者世話付住宅

（シルバーハウジング）、多くの高齢者が居住する集合住宅等 

・相談援助業務を行っている生活援助員 

（５２）高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５条第１項に規

定するサービス付き高齢者向け住宅 

 ・相談援助業務を行っている職員 

（５３）「地域福祉センターの設置運営について」（平成６年６月２３日付け社援地第７４

号）別紙（地域福祉センター設置運営要綱）に基づく地域福祉センター 

・相談援助業務を行っている職員 

（５４）「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添１（自立支援プログラム策定実



施推進事業実施要領）３（１）に規定する就労支援事業を行っている事業所 

・就労支援員 

（５５）「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」別添１５（ひきこもり支援推進事

業実施要領）に基づくひきこもり地域支援センター 

・ひきこもり支援コーディネーター、その他相談援助業務を行っている専任の職員 

（５６）「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」別添２５（地域生活定着促進事業

実施要領）に基づく地域生活定着支援センター 

・相談援助業務を行っている職員 

（５７）「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添１７（社会的包摂・「絆」

再生事業実施要領）に基づくホームレス総合相談推進業務を行っている事業所 

・相談援助業務を行っている相談員 

（５８）「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添１７（社会的包摂・「絆」

再生事業実施要領）に基づくホームレス自立支援センター 

・生活相談指導員 

（５９）「被災者支援総合交付金（厚生労働省交付担当分）による被災者生活支援事業の実施

について」（平成２７年４月９日付け雇児発０４０９第１０号・社援発第０４０９第２号）

別添１（被災者見守り・相談支援事業（地方自治体等実施分）実施要領）、「「被災者健

康・生活支援総合交付金（厚生労働省交付担当分）による被災者支援事業の実施について」

の一部改正について」（平成２８年５月１０日付け健発０５１０第９号・雇児発０５１０第

２号・社援発第０５１０第６号・老発０５１０第１号）による改正前の「被災者健康・生活

支援総合交付金（厚生労働省交付担当分）による被災者生活支援事業の実施について」別添

１（地域コミュニティ活動を活用した被災者生活支援事業実施要領）、「セーフティネット

支援対策等事業の実施について」別添１７（社会的包摂・「絆」再生事業実施要領）第３の

２又は「平成２１年度介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の運営について」（平成２１年８

月２０日付け老発０８２０第５号）の別紙「介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要

領」の別記１（地域支え合い体制づくり事業）に基づき、東日本大震災の被災者に対する相

談援助業務を実施する事業所 

・相談援助業務を行っている職員 

（６０）「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」（平成２９年５月１７日社援発第

０５１７号）による改正前の「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」別添１７

（地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり等事業実施要領）及び「生活困

窮者自立相談支援事業等の実施について」別添１９（被災者見守り・相談支援等事業実施要

領）に基づき、被災者に対する相談援助業務を実施する事業所 

・相談援助業務を行っている職員 

（６１）「平成２１年度緊急雇用創出事業臨時特例交付金（住まい対策拡充等支援事業）の運

営について」（平成２２年１月２８日付け社援発０１２８第１号）別添１（自立相談支援モ

デル事業運営要領）に基づく自立相談支援機関及び同通知別添４（家計相談支援モデル事業

運営要領）に規定する家計相談支援モデル事業を行っている事業所 

・主任相談支援員、相談支援員、就労支援員及び家計相談支援員 

（６２）生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）第３条第２項に規定する生活困



窮者自立相談支援事業を行っている自立相談支援機関及び同法第３条第５項に規定する生活

困窮者家計改善支援事業を行っている事業所 

  ・主任相談支援員、相談支援員、就労支援員及び家計改善支援員（生活困窮者等の自立を促

進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４４号）

第１条の規定による改正前の生活困窮者自立支援法第２条第６項に規定する生活困窮者家

計相談支援事業に従事する家計相談支援員を含む） 

（６３）生活保護法第５５条の７第１項に規定する被保護者就労支援事業を行っている事業所 

・就労支援員 

（６４）発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第１４条に規定する発達障害者支援

 センター 

・「発達障害者支援センター運営事業の実施について」（平成１７年７月８日付け障発第０

７０８００４号）別紙（発達障害者支援センター運営事業実施要領）に規定する相談支援

を担当する職員及び就労支援を担当する職員 

（６５）障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第１９条第１項第

２号に規定する広域障害者職業センター 

・障害者職業カウンセラー 

（６６）障害者の雇用の促進等に関する法律第１９条第１項第３号に規定する地域障害者職業

センター   

・障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者 

（６７）障害者雇用納付金制度に基づく第１号職場適応援助者助成金または訪問型職場適応援

助者助成金受給資格認定法人 

・第１号職場適応援助者養成研修または訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であ

って、職場適応援助を行っている者 

（６８）障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（平成２０年法律第９６

号）第３条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「旧法」とい

う。）第２７条に規定する障害者雇用支援センター 

・旧法第２８条第１号、第２号及び第７号に規定する業務を行う職員 

（６９）雇用保険二事業助成金制度に基づく障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コー

ス）のうち、訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 

・訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、職場適応援助を行っている者 

（７０）障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条に規定する障害者就業・生活支援センタ

ー 

・「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」（平成１４年５月７日付け職

高発第０５０７００４号、障発第０５０７００３号）別紙２（障害者就業・生活支援セン

ター事業（雇用安定等事業）実施要綱）に規定する主任就業支援担当者、就業支援担当者

及び主任職場定着支援担当者並びに同通知別紙３（障害者就業・生活支援センター事業

（生活支援等事業）実施要綱）に規定する生活支援担当職員 

（７１）職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第８条に規定する公共職業安定所 

・精神障害者雇用トータルサポーター、発達障害者雇用トータルサポーター 

（７２）「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱」（平成２１年３月３１日付



け２０文科生第８１１７号文部科学大臣決定）別記（スクールソーシャルワーカー活用事業

実施要領）に基づく教育機関及び「教育支援体制整備事業費補助金（いじめ対策等総合推進

事業）交付要綱」（平成２５年４月１日付け文部科学大臣決定）別記（スクールソーシャル

ワーカー活用事業実施要領）に基づく教育機関 

・スクールソーシャルワーカー    

（７３）難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第２９条に規定

する難病相談支援センター 

・難病相談支援員 

（７４）「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の実施について」（平成１

９年５月２５日付け障発０５２５００１号）に基づく高次脳機能障害者の支援の拠点となる

機関 

  ・支援コーディネーター  

（７５）「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」（平成 29 年３月 31 日付け

雇児発 0331 第 49 号）別添（「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱）に基づく子

ども家庭総合支援拠点 

・相談援助業務を行っている職員 

（７６）「子育て世代包括支援センターの設置運営について」（平成 29 年３月 31 日付け雇児発

0331 第５号）に基づく子育て世代包括支援センター 

・相談援助業務を行っている職員  

（７７）厚生労働省が委託する地域若者サポートステーション事業により設置される

地域若者サポートステーション 

・相談援助業務を行っている職員  

（７８）「子ども・若者支援地域協議会設置・運営指針」（平成22年２月23日付け内

閣府政策統括官（共生社会政策担当）決定）に基づく子ども・若者総合相談センタ

ー 

・相談援助業務を行っている職員  

（７９）成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）に基づき策

定された成年後見制度利用促進基本計画における「権利擁護支援の地域連携ネット

ワークづくり」において設置される中核機関 

・相談援助業務を行っている職員  
（８０）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123

号）に基づく基幹相談支援センター  

・相談援助業務を行っている職員  

（８１）裁判所法に基づく家庭裁判所  

 ・家庭裁判所調査官  

（８２）児童福祉法第１９条の２２に規定する小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を行って

いる事業所  

・「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業実施要綱」（平成２９年５月２２日付け健発０５

 ２２第１号）に規定する小児慢性特定疾病児童等自立支援員  



（８３）医療的ケア児等総合支援事業の実施について（平成31年３月27日付け障発０３２７第

19号）に基づく「医療的ケア児等とその家族への支援」を行っている事業所  

・医療的ケア児等コーディネーター  

（８４）母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 22 条に規定する母子健康包括支援センター  

・同条第２項第２号に規定する母子保健に関する各種の相談に応ずる職員  

（８５）生活保護法第 30 条に規定する日常生活支援住居施設  

 ・「日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令」（令和２年厚                       

生労働省令第 44 号）第 10 条第１項に規定する生活支援員及び同条第３項に規定する生活

支援提供責任者  

（８６）母子保健法（昭和40年法律第141号）第17条の２に規定する産後ケア事業を実施する

施設  

・同条に規定する相談に応ずる職員  

（８７）施行規則第２条第１号から第１３号まで及び上記（１）から（８６）までに定める施

設以外の施設で福祉に関する相談援助を行う施設として厚生労働大臣が個別に認めた施設 

・当該施設において、福祉に関する相談援助業務を行っている相談員  

 

３ 業務従事期間の計算方法 

福祉に関する相談援助の業務に従事した期間は、上記１及び２に掲げる者として、当該施

設又は事業所と雇用関係を有し常勤（労働時間が当該施設の常勤者のおおむね４分の３以上

である者を含む。）で従事した期間を通算して計算するものとする。 

 

４ ２（８７）の厚生労働大臣の個別認定の取扱い要領 

（１）認定基準 

ア 当該施設における業務として、各種の福祉に関する相談援助業務を行うことが、定

款、実施要領等において明記されていること。 

（福祉に関する相談援助とは認められないものの例） 

医療相談、専ら職業紹介に関する相談を行うもの等 

イ 上記１及び２の（１）から（８６）までに定める職種と同等以上の福祉に関する相談

援助業務を行っている相談員が配置されていること。 

（２）認定の手続 

ア 社会福祉士養成施設等への入学又は入所に際して２（８７）に係るものについては、

社会福祉士養成施設等において取りまとめ、入学又は入所の決定前に別記様式により厚

生労働大臣あて協議すること。 

イ 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第７条第４号又は第７号に

係る社会福祉士受験者については、同法第１０条第１項に規定する指定試験機関が取り

まとめ、受験票を受験生あて送付する前に別記様式により厚生労働大臣あて協議するこ

と。 


